
平成２６年度 住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業費補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業） （補正予算に係るもの） 

設備等の種類 
要
件 

補助
対象 

要件となる基準 

全体共通 ● 

 ・ エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく、「H25年基準」または「事業主基準」における計算に 
  準拠した評価方法（Ｐ ２２参照）により、評価対象の住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味（ネット）で 
  ゼロ以下であること。 
 ・ 設備等のうち補助対象となるものについては、ＪＩＳ等の公的規格や業界自主規格等への適合確認を示す 
   ことができるものを導入すること。 

断
熱 

 
高断熱外皮 

 
● 該 

地域区分 １・２・３地域  ４・５・６・７地域  ８地域  

断熱区分 
（UA値） 

０.４以下 
※１ 

０.６以下 基準値なし 

地域区分 １・２・３・４地域  ５地域  ６地域  ７地域  ８地域  

冷房期の平均日射 
熱取得率（ηA値） 

基準値なし ３.０以下 ２.８以下 ２.７以下 ３.２以下 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備 

空
調
設
備 

暖房
冷房
設備 

 高効率個別エアコン 
 （マルチエアコンも可） 

○ 

該 
 ・ 主たる居室に設置する個別エアコンのエネルギー消費効率が、建築研究所のホームページで公開されて  
   いる冷房効率 区分（い）を満たす機種であること。  
  （http://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/4-3_20140117.pdf の 表Ａ. ２参照） 

暖房
設備 

 パネルラジエーター 該 

 ・ 以下①～③のいずれかを満たすこと。 
 ① 熱源設備が石油温水式またはガス温水式であって潜熱回収型（暖房部熱効率が８７％以上）のもの 
 ② 熱原設備が電気ヒートポンプ式熱源機であって暖房時ＣＯＰ３.０以上のもの 
 ③ 「要件となる基準」を満たす給湯設備に接続して空調するもの 
 ・ 断熱配管を採用すること。 

 温水式床暖房 該 

 ・主たる居室に設置する場合は以下①～③のいずれかを満たすこと。 
 ① 熱源設備が石油温水式またはガス温水式であって潜熱回収型（暖房部熱効率が８７％以上）のもの 
 ② 熱原設備が電気ヒートポンプ式熱源機であって暖房時ＣＯＰ３.０以上のもの 
 ③ 「要件となる基準」を満たす給湯設備に接続して空調するもの 
 ・ 断熱配管を採用し、床の上面放熱率を９０％以上とすること。 

 ヒートポンプ式セントラル 
 空調システム 

該 
地域区分 １・２・３ 地域  ４ 地域  ５・６ 地域  ７ 地域  ８ 地域  

ＣＯＰ  ３.０以上  ３.３以上 ３.７以上 基準値なし 

 空気集熱式太陽熱利用 
 システム 

該 － 

冷房 
設備 

 ヒートポンプ式セントラル 
 空調システム 

該 
地域区分 １・２・３ 地域  ４ 地域  ５・６ 地域  ７ 地域  ８ 地域  

ＣＯＰ   基準値なし ３.３以上 

給湯 
設備 

 電気ヒートポンプ給湯機 
 （エコキュート等） 

● 
※２ 

該 
 ・ ＪＩＳ基準（ＪＩＳ Ｃ ９２２０）に基づく年間給湯保温効率または年間給湯効率が３.０以上 
  但し、寒冷地（１・２・３ 地域）の場合は２.７以上であること。※５ 

 潜熱回収型ガス給湯機 
 （エコジョーズ） 

該  ・ エネルギー消費効率が９４％以上（暖房給湯兼用機にあっては９３％以上）であること。 ※３ 

 潜熱回収型石油給湯機 
 （エコフィール） 

該  ・ エネルギー消費効率が９４％以上（暖房給湯兼用機にあっては９３％以上）であること。 ※３ 

 ガスエンジン給湯機 
 （エコウィル） 

該 
 ・ ガス発電ユニットのＪＩＳ基準（ＪＩＳ Ｂ ８１２２）に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、 
   低位発熱量基準（ＬＨＶ基準）で８０％以上であること。  

 ヒートポンプ・ガス瞬間式 
 併用型給湯機 
 （ハイブリッド給湯機） 

該 
 ・ 熱源設備は電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器と併用するシステムで、貯湯タンクを持つもの。 
 ・ 電気式ヒートポンプの効率が中間期（電気ヒートポンプのＪＩＳ基準に定める中間期）のCOPが４.７以上かつ、   
   ガス機器の給湯部熱効率が９５％以上であること。 

 太陽熱利用システム 該 

 ・ 太陽熱温水器の場合はＪＩＳ Ａ ４１１１に規定する住宅用太陽熱利用温水器の性能と同等以上の性能を  
   有することが確認できること。 
 ・ ソーラーシステムと呼ばれる強制循環式の場合は、ＪＩＳ Ａ ４１１２に規定する「太陽集熱器」の性能と同等 
   以上の性能を有することが確認できること （蓄熱槽がある場合は、ＪＩＳ Ａ ４１１３に規定する太陽蓄熱槽 
   と同等以上の性能を有することが確認できること。） 

 燃料電池 
 （エネファーム） 

 ・ 固体高分子形燃料電池（ＰＥＦＣ）について、ＪＩＳ基準（ＪＩＳ Ｃ ８８２３：２００８小形固体高分子形燃料電池 
   システムの安全性及び性能試験方法）に基づく計測を行い、定格運転時における低位発熱量基準（ＬＨＶ  
   基準）の発電効率が３３％以上（高位発熱量基準ＨＨＶ基準で３０％相当以上）及びLHV基準の総合効率 
   が８０％以上（ＨＨＶ基準で７２％相当以上）であること。  
   ならびに、５０％負荷運転時のＬＨＶ基準の総合効率が６０％以上（HHV基準で54％相当以上）であること。 
 ・  固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）について、ＪＩＳ基準（ＪＩＳ Ｃ ８８４１：２０１０小形固体酸化物形燃料電池  
   システムの安全性及び性能試験方法）に基づく計測を行い、定格運転時における低位発熱量基準（ＬＨＶ 
   基準）の発電効率が４０％以上（高位発熱量基準ＨＨＶ基準で３６％相当以上）及び、ＬＨＶ基準の総合 
   効率が８０％以上（ＨＨＶ基準で７２％相当以上）であること。 
   ならびに、５０％負荷運転時のＬＨＶ基準の総合効率が６０％以上（ＨＨＶ基準で５４％相当以上）であること。 
・  上記以外の燃料電池については、上記に相当する効率以上であること。 

 換気設備（２４時間換気に係るもの） ● 該  ・ 温度（顕熱）交換効率６５％以上の熱交換型換気設備。または比消費電力が０.４W/(㎥/h)以下であること。 

照明 
設備 

 ＬＥＤ照明  
〇 
※４ 

該  ・ ＬＥＤが光源であるもの 

 蛍光灯 該  ・ インバータータイプで１００（ｌｍ/Ｗ）以上のもの  

設備等の要件及び補助対象設備等一覧 2 -1 
＜H25年基準による申請の場合＞ 
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エネルギー計算に「事業主基準」を採用する場合 
  のある項目の要件は Ｐ１０「別表」に従うこと 


